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トラック運送事業の働き方をめぐる現状

①労働時間 全職業平均より約２割（４００ｈ～４５０ｈ）長い。 ②年間賃金

④年齢構成
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全産業平均より若年層と高齢層の割合が低い。
中年層の割合が高い。

③人手不足 全職業平均より約2倍高い。
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（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成

有効求人倍率の推移
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全産業平均より５％～１５％（２０万～６０万円）低い。
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労働時間規制等による物流への影響
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「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」について

• 荷主、事業者、一般消費者が一体となって我が国の物流を支える環境整備について、総合的な
検討を行うため、令和5年3月31日に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を設置。

• 同年6月2日に第2回を実施し、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容に
ついて、抜本的・総合的な対策をまとめた「物流革新に向けた政策パッケージ」を決定。

＜構成員＞
議 長 内閣官房長官
副議長 農林水産大臣

経済産業大臣
国土交通大臣

構成員 内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全担当）
国家公安委員会委員長
厚生労働大臣
環境大臣

※上記のほか、公正取引委員会委員長
の出席を求める。

■総理指示（令和5年3月31日）
• 物流は国民生活や経済を支える社会インフラですが、担い手不足、カーボンニュートラルへの対応など

様々な課題に直面しています。物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーに働き方改革
の法律が適用されるまで、明日でちょうど１年となります。

• 一方、一人当たりの労働時間が短くなることから、何も対策を講じなければ物流が停滞しかねないとい
う、いわゆる「2024年問題」に直面しております。

• これに対応するため、荷主・物流事業者間等の商慣行の見直しと、物流の標準化やＤＸ・ＧＸ等に
よる効率化の推進により、物流の生産性を向上するとともに、荷主企業や消費者の行動変容を促す
仕組みの導入を進めるべく、抜本的・総合的な対応が必要です。

• このため、物流政策を担う国交省と、荷主を所管する経産省、農水省等の関係省庁で一層緊密に
連携して、我が国の物流の革新に向け、政府一丸となって、スピード感を持って対策を講じていく必要
があります。

• そこで、１年以内に具体的成果が得られるよう、対策の効果を定量化しつつ、６月上旬を目途に、
緊急に取り組むべき抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として取りまとめてください。

「物流革新に向けた政策パッケージ」を決定（令和5年6月2日）

「物流革新緊急パッケージ」を決定（令和5年10月6日）

■総理の中小トラック事業者との車座対話（令和5年9月28日）
• 物流の停滞が懸念される2024年問題などへの対応や持続可能な物流に向け緊急的に取り組むべ

き対策を具体化するよう指示
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① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入(※)

② 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設
③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み
④ 再配達削減に向けた取組み（再配達率「半減」に向けた対策含む）
⑤ 物流に係る広報の推進

① 即効性のある設備投資の促進（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等）
② 「物流GX」の推進

（鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・船舶・ 物流施設・港湾等の脱炭素化等）
③ 「物流DX」の推進

（自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾AIターミナル、サイバーポート、フィジカルインターネット等）
④ 「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等）
⑤ 道路・港湾等の物流拠点（中継輸送含む）に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネットワークの形成支援
⑥ 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ
⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現
⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上
⑨ ダブル連結トラックの導入促進
⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し
⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進(※)

⑫ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化(※)

⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的措置等の導入
(※)

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、物流コスト込み取引価格等の見直し
③ 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入(※)

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化（トラックGメン（仮称））
⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み(※) 

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底 2030年度分についても、2023年内に中長期計画を策定

： 4.5ポイント
： 6.3ポイント
： 0.5ポイント
： 3.0ポイント

・ 通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化

「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

１．具体的な施策

（１）商慣行の見直し

（２）物流の効率化

（3）荷主・消費者の行動変容

２．施策の効果（2024年度分）

・ 荷待ち・荷役の削減
・ 積載効率の向上
・ モーダルシフト
・ 再配達削減

3時間 → 2時間×達成率3割
38％ → 50％ ×達成率2割
3.5億トン → 3.6億トン
12％ → 6％

３．当面の進め方

合計： 14.3ポイント

2024年初

2023年末まで

・ トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」
「標準的な運賃」の改正等

・ 再配達率「半減」に向けた対策
・ 2024年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成・公表
・ 2030年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表

速やかに実施 ・ 2024年における規制的措置の具体化を前提とした
ガイドラインの作成・公表等

令和5年6月2日
我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議

2024年初に政策パッケージ全体のフォローアップ

（施策なし） （効果）（施策あり）

● 物流は国民生活や経済を支える社会インフラであるが、担い手不足、カーボンニュートラルへの対応など様々な課題。さらに、物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーの働き方改革に関する法律
が2024年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

● 何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性。
● 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、（１）商慣行の見直し、（２）物流の効率化、（３）荷主・消費者の行動変容

について、抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定。
中長期的に継続して取り組むための枠組みを、次期通常国会での法制化(※)も含め確実に整備。
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78 80 82 84 85
142

205

R5.3末 R5.5末 R5.7.20まで R5.9末

物流革新緊急パッケージ関係予算（物流・自動車局）

【物流DX等による生産性向上・担い手の多様化の推進】

パレット

○我が国の物流は国民生活や経済を支える重要な社会インフラであり、物流2024年問題への対応が喫緊の課題
○本年10月に取りまとめられた「物流革新緊急パッケージ」に基づき、①物流の効率化、②荷主・消費者の行動変容、
③商慣行の見直しを柱とする緊急的に取り組むべき対策を実施

【ゆとりある配送
日時の指定等】

【消費者が受取方
法等を選択】

【コンビニ受取等
柔軟な受取方法】

【ポイント還元】
【消費者の行動変容を促す仕組み】

①物流の効率化（一般会計112億円+財政投融資200億円）

②荷主・消費者の行動変容（一般会計45億円） ③商慣行の見直し（一般会計2億円）

31f
t
40f
t

物流の停滞を回避するため、物流DXや標準化等により生産性向上を図るとともに、モーダルシフト等を含む脱炭素化や人材の活用・育成を推進

【物流拠点の機能強化】【モーダルシフトの推進】
モーダルシフト加速化緊急対策事業：58億円
モーダルシフト等推進事業：1.2億円

【物流GXの推進】

無人フォークリフト自動倉庫
【物流標準化の促進】

再配達半減の取組や広報を通じ、荷主・消費者の意識改革・行動変容を促進
【宅配の再配達率を半減する緊急的な取組】 【トラックＧメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化】

荷主・物流事業者において、非効率な商慣行の見直しを実施

（大型トラックと互換性のある規格）

（海上コンテナの規格）

テールゲートリフター

トラックGメンによる「働きかけ」の件数（累計） 単位：件

令和5年度1次補正予算
一般会計 159億円
財政投融資 200億円

非常用電源設備

物流DX推進実証事業：15億円 テールゲートリフター等導入支援事業：14.6億円

災害対応能力強化事業：3億円 物流標準化促進事業：4億円

再配達半減に向けた緊急対策事業：45億円

物流脱炭素化促進事業：15億円

5



トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化

トラックドライバーは、労働時間が長く、低賃金にあることから、担い手不足が喫緊の課題。
働き方改革の一環として、2024年4月からドライバーに時間外労働の上限規制（年960時間）が適用されるが、これによる物流への
影響が懸念（「2024年問題」）。
国土交通省では、貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への「働きかけ」「要請」等による是正措置を講じてきたが、2024年問題を前
に、強力な対応が必要。
このため、新たに「トラックGメン」を設置することで荷主等への監視体制を緊急に強化し、荷主対策の実効性を確実なものに。

⇒ 令和5年7月21日、162名体制※で本省及び地方運輸局等に設置
※緊急増員80名（本省２名、地方運輸局等19名、運輸支局等59名）、既存定員との併任等82名（本省13名、地方運輸局等16名、運輸支局等53名）

国土交通省
（本省、地方運輸局・支局）

トラック事業者

関係省庁
（中企庁、公取委、厚労省）

荷主
・

元請トラック事業者

荷主所管省庁
（経産省、農水省 等）

連携 連携

トラックGメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化
トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し

情報収集力を強化（2023年度～）
トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」

制度※の執行力を強化（2023年度～）

トラック法に基づ
く是正措置情報収集

※2018年に議員立法で制定。2023年6月に適用期限を「当分の間」に延長。
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働きかけ・要請・勧告実施件数（令和６年１月末時点）

沖縄総合事務局

北陸信越運輸局 東北運輸局

北海道運輸局

関東運輸局

中部運輸局
近畿運輸局

四国運輸局
九州運輸局

中国運輸局

要請：4
働きかけ：9

要請：4
働きかけ：9

勧告： 2
要請：92

働きかけ：164

要請： 5
働きかけ：15

要請：16
働きかけ：36

要請：32
働きかけ：31

要請：6
働きかけ：7

要請：8
働きかけ：10要請：7

働きかけ：16

要請：0
働きかけ：1

※ 働きかけ・要請・勧告は、荷主等の本社に対して実施

「集中監視月間」の働きかけ・要請・勧告
実施件数の違反原因行為内訳

61.8%14.2%

12.9%

7.3%

2.6% 1.3%

長時間の荷待ち 運賃・料金の不当な据置き

契約になかった附帯業務 無理な運送依頼

過積載運行の要求 異常気象時の運行指示

〈ブロック別実施状況：令和5年12月末までの累計〉

令和５年11月・12月の「集中監視月間」では、悪質な荷主や元請事業者等に対し、全国で164件
の「要請」及び47件の「働きかけ」を実施し、違反原因行為の早急な是正を措置。
さらに、既に「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられ
た2者に対し、初となる「勧告」（2件）を発動し、その旨を「公表」。（令和6年1月26日）

対応内容 荷主・元請数 内訳

勧告 2 荷主1・元請1

要請 174 荷主88・元請81・その他5

働きかけ 298 荷主187・元請109・その他2
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「要請」の実施事例（全国）

番号 違反原因行為 内容 分類 業態 本社所在地
違反原因行為
発生場所

1 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは改善されたが、その後、同じ工場において
３時間を超える荷待ちが発生していることが疑われたため、令和４年８月に要請を実施

発荷主 製造業 関東 中部

2 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは解消されたが、別の拠点で３～４時間の荷
待ち発生の情報が寄せられたほか、関係省庁にも同種の情報が寄せられたため、令和５年２月に
要請を実施

発着荷主 運輸業，郵便業 関東 関東

3 長時間の荷待ち
関係省庁から、長時間の荷待ちの改善について指摘を受けていたものの、改善がなされず、その
後も３～６時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年５月に要請を実施

発荷主 製造業 四国 四国

4 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（到着から荷下ろし開始までに3時間かかったなど）が複数寄せられ、長時間
の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 関東

5 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（数年前から最大７時間に及ぶ荷待ちが発生など）が複数寄せられ、長時間の
荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

発荷主 サービス業 中部 中部

6 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（3～5時間の荷待ちが恒常的に発生など）が複数寄せられ、長時間の荷待ちが
発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

着荷主 卸売業，小売業 中国 近畿、中国

7 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけを行った後、荷待ちに係る情報（数時間～１０時間に及ぶ荷待ちが発生な
ど）が複数寄せられ、長時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請
を実施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 中部、中国

8
長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

荷待ち等に係る情報（日常的に４、５時間の荷待ち発生やラベル貼りをさせられるなど）が複数
寄せられ、長時間の荷待ち及び契約にない附帯業務が発生していることが疑われたため、令和５
年１０月に要請を実施

発荷主 製造業 近畿 関東

9 無理な配送依頼
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手したものの、引き続き、無理な配送依頼
（出荷遅れの説明なく、翌日配送を強要するなど）が疑われたため、令和５年７月に要請を実施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 関東

10 過積載運行の指示
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手した矢先、全社レベルでの安全対策に係る
情報共有が不十分であり、他の拠点でも過積載運行の指示が疑われたため、令和４年１１月に要
請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 近畿

8



トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化

九州運輸局トラックGメンによる活動状況（R5.7～）
トラックGメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化

トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し 情報収集力を強化
（2023年度～）

トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」 制度※の執行力を強化
（2023年度～）

ナスバの運行管理者講習会場で荷主情報の提供を呼びかけ（チラシ・ア
ンケート用紙を配布・回収）

九州管内の荷主企業・元請トラック事業者に対し
公文書郵送による「働きかけ」を実施※７者
ヒアリングを伴う「働きかけ」を実施※１者

• 8月～12月 福岡県内で開催の運行管理者一般講習
（「福岡地区」 「北九州地区」 「筑豊地区」 「筑後地
区」の各講習会場）

• 合計約700名の講習受講者（運行管理者）にアンケー
ト調査実施

• 目安箱への情報、トラックGメンによる情報収集を基にした「働きかけ」
• 「恒常的な長時間の荷待ち」4件、「契約にない附帯業務」2件、「無理な運送依

頼」1件、「運賃・料金の不当な据置き」1件

• 10/3 基山PAでトラックドライバー
約100名に情報提供を呼びかけ

• 当日夕方のテレビニュースでも取り上げ
られた

下請Gメンと合同ヒアリングを実施（11月集中監視月間）

• 九州経産局の下請Gメンが実施する下請ヒアリングに同行、合同ヒアリングを実施
• 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島の運送事業者計12者にヒアリングを実施

各県トラック協会と連携しトラック事業者への訪問ヒアリングを実施

• 各県トラック協会の協力を得て、各支局Gメンによる情報提供に積極的なトラック事
業者への訪問ヒアリングを実施

九州管内の荷主企業・元請トラック事業者に対し
公文書郵送による「要請」を実施※７者 R5.12時点

• 11月・12月の集中監視月間の実績（本省対応）
• 「恒常的な長時間の荷待ち」5件、「運賃・料金の不当な据置き」2件
SA・PAでトラックドライバーへ荷主情報の提供を呼びかけ（チラシ配賦・アン
ケート調査を実施）

九州運輸局トラックGメンによる今後の重点取組計画（R6.1～）
荷主・元請事業者に対するトラックGメン制度の周知活動を強化 ⇒トラック法による法執行 「働きかけ」「要請」「勧告・公表」の注意喚起（未然防止）
• 法執行「働きかけ」「要請」「勧告・公表」に至る前に物流改善・取引適正化、トラック事業者への配慮を促す趣旨
• 荷主関係団体へ会員企業への周知依頼（訪問のうえチラシ配布やHP掲載などを依頼）
• 福岡、長崎、熊本、大分、宮崎各県の価格転嫁円滑化連携協定締結団体、倉庫業協会、中央・地方市場などを対象に検討 9



○違反原因行為：長時間の荷待ち

(発荷主) ～長崎県内企業～
《相談者からの申告内容》

• 先着順に積込みすると言われ受付したが、荷主の都合に

より配送を急ぐものから積込み順序が指示されるため長

時間の荷待ちが発生。

(元請運送事業者) ～熊本県内企業～
《相談者からの申告内容》

• 自社都合により長時間の待機を強いられている。

働きかけ（文書郵送・ヒアリング）の実施事例（九州管内）

10

○違反原因行為：契約にない附帯業務

(発荷主) ～福岡県内企業～
《相談者からの申告内容》

• 物流センターでのリフト作業を強要される。

(発荷主) ～鹿児島県内企業～
《相談者からの申告内容》

• パレット荷役の提案をするも相手にされず、手荷役（積

卸し）を強要される。

10

○違反原因行為：運賃・料金の不当な据置き、無理な運送依頼
(元請運送事業者) ～福岡県内企業～
《相談者（軽運送事業者）からの申告内容》

• 配達個数に対して運賃が安いので値上げを要望したが応じて貰えない。

• 時間内（13時間以内）に配達しきれない程の荷物量で困っている。

《福岡運輸支局による働きかけ》
• ヒアリングを実施し配送データ等を元に事実確認したが明確な違反原因行為は確認されず。

• 荷主に対し継続した物流改善の検討及び運賃交渉への対応を依頼。

※働きかけは福岡運輸支局会議室で実施し、福岡運輸支局のトラックGメン、九州運輸局のGメンが同席。国交省のGメ

ン、福岡県労働局の荷主特別対策担当官がWEB参加し実施。



荷主の違反原因行為の投稿窓口

11

九州運輸局ホームページ リーフレットにより呼びかけ

【各機関へのお願い】

本省ホームページの「投稿窓口」（目安箱）だけでなく、運輸局及び支局へ直接の申し出を受け付け
ています。「荷主の違反原因行為」に関する積極的な情報提供をお待ちしています。
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13

【今後のスケジュール】

「標準的な運賃」
R6.1.10 国土交通大臣から運輸審議会へ諮問
R6.2.13 運輸審議会による公聴会開催予定

「標準運送約款」
R6.1.11～R6.2.10 パブリックコメント実施中

公聴会、パブリックコメントを経て、新たな「標
準的な運賃」、「標準運送約款」をR6.3公布、
R6.4施行予定

標準的な運賃・標準運送約款の見直しの状況について
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「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の
一部を改正する法律案」の閣議決定について(R6.2.13)
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